
年  月  日  

 

 

 富山県知事     殿 

 

 

事務所の所在地              

宗教法人名                

代表役員（代務者）            

電話番号                 

 

事務所備付書類の写しの提出について 

 

 宗教法人法第25条第４項の規定により、下記の事務所備付書類（写し）を提出します。 

 

記 

書類名 提出の有無 

１ 役員名簿  提出する  ※すべての法人が必ず提出します。 

２ 財産目録  提出する  ※すべての法人が必ず提出します。 

３ 収支計算書 

 提出する 

 提出しない 

 

 

 

 

 

 

４ 貸借対照表  提出する   提出しない 

５ 境内建物に

関する書類 
 提出する   提出しない 

６ 事業に関す

る書類 
 提出する   提出しない 

 

次のすべてに該当するため 

① 公益事業以外の事業を行っていない。 

② 年間収入が８千万円以内である。 

③ 収支計算書を作成していない。 


